
河長監第２８－２号 

令和５年８月３１日 

河内長野市長 島田 智明 様  

 

                      河内長野市監査委員  

村治 規行  

堀川 和彦  

(公印省略 ) 

   

監 査 結 果 報 告 

 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による定期

監査を執行しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関す

る報告を次のとおり提出します。  

記 

第１ 監査対象  

    天見小学校 

第２ 監査対象期間 

    令和４年度及び令和５年度（監査実施時まで）  

第３ 監査実施期間 

(１) 書類監査  令和５年８月３日（木）から令和５年８月  

２５日（金）まで  

(２) 委員監査 令和５年８月３日（木）  

第４ 監査場所  



    天見小学校内会議室等  

第５ 監査手続き  

    監査対象部局の財務に関する事務が、関係法令に従い、適正

かつ効率的に執行されているかどうかを監査の主眼におき、あ

らかじめ提出を求めた監査資料と抽出した関係諸帳簿を照合確

認するとともに、必要に応じて関係職員から説明を聴取するな

ど、「河内長野市監査委員監査基準」に基づき、適宜、監査技術

を選択し、監査を実施しました。  

第６ 監査結果  

    監査対象の財務に関する事務の執行及び事務事業の執行につ

いては、法令等に従いおおむね適正に執行されているものと認

められました。 


